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１ 目的 

 

手作りによるモデルロケットや衛星機能モデルを開発・製作し、打上げることで物作りの奥深さ、面

白さを体現するとともに、宇宙開発の普及啓発や地域の活性化を目的とする。 

 

２ 大会要項 

 

２－１．大会名称  

第１４回種子島ロケットコンテスト大会 

 

２－２．主催  

種子島ロケットコンテスト大会実行委員会 

 

  宇宙航空研究開発機構 

  九州航空宇宙開発推進協議会 

鹿児島県宇宙開発促進協議会 

南種子町宇宙開発推進協力会 

九州大学大学院工学研究院航空宇宙工学部門 

 

２－３．後援 

鹿児島県 

南種子町 

一般社団法人 九州経済連合会 

ＮＰＯ法人大学宇宙工学コンソーシアム（ＵＮＩＳＥＣ） 

日本航空宇宙学会西部支部 

日本機械学会宇宙工学部門 

日本宇宙尐年団九州地区協議会 

日本宇宙尐年団鹿児島地方本部 

 

２－４．協賛 

株式会社 IHIエアロスペース 

株式会社 アンクシステムズ 

宇宙技術開発株式会社 

株式会社コスモテック 

川崎重工業株式会社 

キリンビバレッジ株式会社 

種子島観光協会 

中菱エンジニアリング株式会社 

一般財団法人日本宇宙フォーラム 

日本エア・リキード株式会社 

三菱重工業株式会社 

（五十音順） 
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 備考 

 

2018年 3月 8日（木） 9:00-20:00 エントリー受付・機体審査 

開会式、技術発表会 

会場設営 

9日（金） 8:30-20:30 ロケットコンテスト 

表彰式・技術者交流会 

10日（土） 9:00-15:00 施設見学会・宇宙講演会 

workshop 

模型ロケット製作教室 

 

２－６．開催地  

（１）ロケットコンテスト 

国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)種子島宇宙センター竹崎芝生広場 

（〒891-3793鹿児島県熊毛郡南種子町大字茎永字麻津） 

（予備会場：前之浜海浜公園） 

 

（２）各イベント会場 

エ ン ト リ ー 受 付 ：中央公民館 屋内運動場（以下「体育館」という） 

機 体 審 査：体育館 

開 会 式：福祉センター 大ホール 

技 術 発 表 会 ：①ロケット部門：生きがい活動室（福祉センター内） 

②CanSat部門：福祉センター 大ホール 

表彰式・技術者交流会：体育館 

宇 宙 講 演 会 ：福祉センター 大ホール 

ワ ー ク シ ョ ッ プ ：①ロケット部門：生きがい活動室（福祉センター内） 

②CanSat部門：福祉センター 大ホール 

      

（３）模型ロケット製作教室 

受 付 ・ 製 作 場 所 ：研修センター 大会議室 

打 ち 上 げ 場 所 ：前之峯グラウンド 

 

２－７．開催内容 

競技はロケット部門４種目と CanSat部門１種目の合計５種目である。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※競技内容の詳細は別紙１、モデルロケット・CanSat技術発表会の詳細は別紙４を参照すること 

名称 種目

番号 

内容 

 

ロケット部門 

１ 滞空・定点回収 

２ ペイロード有翼滞空 

３ 高度 

４ フライバックタイムアタック 

CanSat 部門 ５ CanSat come-backコンペ 

モデルロケット・CanSat

技術発表会 

 

 

プレゼンテーションの評価（資料の出来、発表の仕方） 

模型ロケット製作教室  模型ロケットの製作と打上げ 
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２－８．参加資格 

 参加資格は以下のとおり。また参加者は表１のいずれかに分類され、それに応じて参加費などに差異

がでるため、各自分類を確認すること。 

参加できる競技は連名も含めて１人につき２競技までとする。また、重複について１チーム２競技まで

とする。（尚、1競技については 1つのエントリーまでとする） 

 

（１）ロケットコンテスト 

①日本国内の高等学校、高等専門学校、大学の学生 

②日本宇宙尐年団本部登録リーダー 

③その他社会人 

（２）模型ロケット製作教室 

種子島在住の小学生以上高校生まで 

 

表１．参加者の分類 

分類 参加者 詳細 

分類１ ロケットコンテスト参加者 競技に参加する者 

分類２ 参加チームの引率者(指導者) 競技には参加しないが、機体の作成にあたり指導を行っ

た指導者 

分類３ 見学者 競技には参加しないが、競技の見学や競技以外のイベン

トに参加する者 

分類４ 表彰式と技術者交流会のみの参

加者(社会人対象) 

同左 

分類５ 模型ロケット教室の参加者 同左 

 

２－９．募集チーム数（競技部門ごとにチーム数の制限あり） 
ロケット部門３４チーム（種目４のみ最大４チームまで）、ＣａｎＳａｔ部門３０チーム 

※昨年度の参加実績より算出 
 

２－１０．参加料 

 参加料は表２のとおり。 

 

 

表２．参加料 

分類 参加者 参加料(１人あたり) 

分類１ ロケットコンテスト参加者 (学生)１,６００円 (社会人)３,１００円 

分類２ 参加チームの引率者(指導者) ３,１００円 

分類３ 見学者 (学生)１,６００円 (社会人)３,１００円 

分類４ 表彰式と技術者交流会のみの参

加者(社会人対象) 

２,０００円(協賛企業に所属する社会人は無料) 

分類５ 模型ロケット教室の参加者 無料(保険は一括して本大会にて加入) 

※参加料には保険料、交流会、参加記念バッグ代等が含まれる。 

※製作費、搬入搬出にかかる費用、旅費等については参加者負担とする。 
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２－１１．表彰 

（１）ロケット部門 種目番号１（滞空・定点回収）：優勝、準優勝 

（２）ロケット部門 種目番号２（ペイロード有翼滞空）：優勝、準優勝 

（３）ロケット部門 種目番号３（高度）：優勝、準優勝 

（４）ロケット部門 種目番号４（フライバックタイムアタック）：優勝、準優勝 

（５）ＣａｎＳａｔ部門 種目番号５（CanSat come-backコンペ）：優勝、準優勝 

（６）ロケコン大賞：各部門で優勝のモデルロケット・CanSatデザインのうち、次回以降の参加者が目

指すのにふさわしいものに与える 

（７）審査員特別賞（スポンサー企業賞 合計：１１賞） 

※各種目の優勝者にトロフィー、賞状、副賞を授与する。準優勝者に賞状を授与する。 

※ロケットコンテスト大賞の受賞者にトロフィー、賞状を授与する。 

※審査員特別賞（企業賞）の受賞者に賞状、副賞を授与する 

※模型ロケット製作教室の表彰は行わない。 

 

２－１２．その他   
１）競技は日本モデルロケット協会の自主消費基準（別紙３）に従い、風速 8m/s以下で実施し、発射 

角は地平線から 60度以上とする。 

２）気象条件により競技が実施できない場合は、プレゼンテーションの評価で順位を決定する。 

３）競技順については、事務局で予め無作為に決定する。 

４）審査員が飛行に耐えないと判断したものについては、当日の飛行を見合わせ、プレゼンテーション

のみ評価を行う。 

５）大会期間中は受付時に配布するイベントパスを見える位置に携帯すること。 

６）参加条件として、別紙 1 に記載している競技種目毎の内容及び条件に加え、下記事項についても同

意しなければならない。 

①参加者は大会実行委員会（以下、「本会」という。）が用意する保険への加入を義務付けるものとする。

（『参加料』の中に保険料が含まれる。） 

 

②参加チームのリーダーは、自分の競技に支障が無い範囲で運営スタッフとして、種子島ロケットコン

テスト大会（以下、「本大会」という。）の運営に協力する。リーダーの協力が難しい場合は、代替要員

をチームのメンバーから選出すること。 

 

③（学生）傷害保険に加入し、所属する学校の教員を指導者として本会事務局へ報告し、その教員の指

導の下に作業を行うこと。 

 

④ロケット部門（種目番号１～４）については、以下を参加の条件とする。 

・応募するチームで、開発中及び本大会当日の模型ロケットの打ち上げを行うものは、使用するモデル

ロケットエンジンにおいて日本モデルロケット協会の自主消費基準において必要とされる日本モデル

ロケット協会のライセンスを取得（詳細は、日本モデルロケット協会に問い合わせること）し、ライセ

ンスのコピーを本会事務局へ提出すること。 

 

・本大会公式 URL: /http://jaxa-rocket-contest.jp/shared/images/summary/rocket_safety2017.pdf）

に掲載の本会が定める安全審査基準を参考にロケットを製作すること。 

・日本モデルロケット協会規定の「モデルロケットの自主消費基準」を順守すること。 

・事前に機体の試射を行うことを推奨する。ロケット部門種目２のﾍﾟｲﾛｰﾄﾞ有翼滞空、種目３の高度競

技については機体の試射を行い、参加申し込み締め切り日（12 月 3 日）までに試射の様子を撮影した

動画を審査員が確認する。また機体審査（3月 8日）の際に、設計計画書提出時の機体形状から大幅な

変更が認められる場合、変更後の試射の様子を撮影した動画を審査員が確認する。飛行の安全性が確認



6 

 

できない場合、当日の打上げを行わない。 

 

⑤開発中の事故については、本会は一切その責任を負わない。また、大会当日のモデルロケットの打ち

上げ及び CanSat放出についても各自の責任において行うこと。本会は、参加者が製作したモデルロケ

ットを発射する場及び係留気球から CanSat放出を行う場を提供するだけである。 

 

３．大会当日のスケジュール 

（１）９日（金）が晴天の場合(基本スケジュール） 

 

   

 ꜡◔♇♩◖fi♥☻♩  
꜡◔♇♩

 

2018  

3  

8  

9:00-12:00 

◄fi♩ꜞכ  

体育館  

 

体育館  

 

13:00-13:05 
 

☿fi♃כ ⱱכꜟ  

13:05-13:10 
 

☿fi♃כ ⱱכꜟ  

13:20-17:00 

CanSatה♩♇◔꜡ꜟ♦⸗

꜡◔♇♩ ⅝⅜™

CanSat ☿fi♃כ ⱱכ

ꜟ  

17:00-20:00 
⅝  

体育館  

9  

08:30-09:00 
 

 

09:00-17:00 
꜡◔♇♩◖fi♥☻♩ 7h+ ╖  

 

18:30-20:30 
ה  

 

10  

09:00-11:00 
☿fi♃כ  

( ♩꜠☿fi ) 
08:30-08:40 

 

研修センター 

大会議室  

11:30-12:15 
 

( ☿fi♃כ ⱱכꜟ) 
08:40-09:10 

─⅔  

研修センター 

大会議室  

13:00-14:30 

꞉כ◒◦ꜛ♇ⱪ 

꜡◔♇♩ ⅝⅜™

CanSat ☿fi♃כ ⱱכ

ꜟ  

09:10-11:50 

꜡◔♇♩

ה ∟ → 

☿fi♃כ 

ה

◓ꜝ►fi♪  

14:30  11:50-12:00  

  

β ⌐╟╢ ╩ ⅝⁸ ─◄fi♩ꜞכ 9:00-12:00 ⌐ ⌐ ╦⌂™ ⱶכ♅

│⁸ ┼─ ╩ ╘⌂™⁹ 

β꜡◔♇♩ ≤ CanSat │ ◄ꜞ▪ ╩

∕╣∙╣ ↑⁸ ⌐ ╩ ∆╢⁹ 

β ≢ ∆╢⁸ ☿fi♃כ ⅜ ≢⅝⌂™ ⁸ ─

╩ ∆╢⁹ 

β10 ⅜ ─ ⁸ ꜡◔♇♩ ╩ ∆╢⁹ 



7 

 

（２）９日（金）が雤天の場合 

 

   

 ꜡◔♇♩◖fi♥☻♩  
꜡◔♇♩

 

2018  

3  

8  

9:00-12:00 
◄fi♩ꜞכ  

 

 

13:00-13:05 
 

☿fi♃כ ⱱכꜟ  

13:05-13:10 
 

☿fi♃כ ⱱכꜟ  

13:20-17:00 

CanSatה♩♇◔꜡ꜟ♦⸗

꜡◔♇♩ ⅝⅜™

CanSat ☿fi♃כ ⱱכ

ꜟ  

17:00-20:00 
⅝  

 

9  

 

09:00-10:30 

꞉כ◒◦ꜛ♇ⱪ 

꜡◔♇♩ ⅝⅜™

CanSat ☿fi♃כ ⱱכ

ꜟ  

11:00-12:00 
 

( ☿fi♃כ ⱱכꜟ) 

13:00-15:00 
☿fi♃כ  

( ♩꜠☿fi ) 

18:30-20:30 
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07:30-08:00 
 

 
08:30-08:40 

 

研修センター 

大会議室  

08:00-15:00 
꜡◔♇♩◖fi♥☻♩ 7h ╖

⇔  
08:40-09:10 

─⅔  

研修センター 

大会議室  

15:00  09:10-11:50 

꜡◔♇♩

ה ∟ → 

☿fi♃כ 

ה

◓ꜝ►fi♪  

  11:50-12:00  

  

β ⌐╟╢ ╩ ⅝⁸ ─◄fi♩ꜞכ 9:00-12:00 ⌐ ⌐ ╦⌂™ ⱶכ♅

│⁸ ┼─ ╩ ╘⌂™⁹ 

β꜡◔♇♩ ≤ CanSat │ ◄ꜞ▪ ╩

∕╣∙╣ ↑⁸ ≢ ╩ ∆╢⁹ 

β ≢ ∆╢⁸ ☿fi♃כ ⅜ ≢⅝⌂™ ⁸ ─

╩ ∆╢⁹ 

β ╩ ╦∏⁸♩꜡ⱨ▫⁸כ ⁸ ─ ┼ ∆╢⁹ 

β10 ⅜ ─ ⁸ ⁸ ꜡◔♇♩ ╩ ∆╢⁹ ─ │ⱪ꜠♀fi♥כ◦ꜛ

fi─ ╟╡ ∆╢⁹ 
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４ 参加者向け情報 

 

４－１．宿泊先 

│ ∕╣∙╣ ╩ ℮↓≤⁹ 

β ─ ה ה    

  http://www.town.minamitane.kagoshima.jp/guide/syukuhaku.html 
 

４－２．交通手段 

飛行機  

鹿児島空港から種子島空港 （30分） 

 

 

航路  

フェリー 

 鹿児島から種子島「西之表港」 （3時間 30分～40分） 

ジェットフォイル 

 鹿児島「南埠頭」から種子島「西之表市」 （1 時間 35分） 

 

陸路 

 

西之表港からバスで （1時間 10分）  

西之表港からレンタカー、タクシーで （50分） 

種子島空港からバスで (40分) 

種子島空港からレンタカー、タクシーで (40分) 

 

 

※ロケットコンテスト参加者限定の交通料金のサービス案内について、参加者へメール連絡済み。 

 

４－３．観光について 
南種子町ホームページ http://www.town.minamitane.kagoshima.jp/ 

観光ガイドページ http://www.town.minamitane.kagoshima.jp/guide.html 

観光ガイドパンフダウンロード（１５MBありますので、ご注意ください。） 

 http://www.town.minamitane.kagoshima.jp/assets/files/pdf/kankou/minamitanepanf2015.pdf 

 

 

４－４．昼食について 

・各自で手配すること。 

 

４－５．お役立ち情報 
・雤天時の対策として、各自雤具を用意してください。過去２大会連続尐雤で競技を実施しています。 

・各自防寒対策をおこなってください。また、日焼け防止対策を行うことも推奨します。 
 

５．諸注意事項 

・貴重品の管理は各個人でお願いします。 

・ゴミは各自お持ち帰りいただくようお願いします。 

（１）福祉センター利用について 

 ①福祉センター内での喫煙・飲食・機体修正等は行わないでください。 

（２）生きがい活動室利用について 

 ①生きがい活動室内は土足禁止です。ビニール袋をご用意しておりますので、そちらに入れて各自お

持ちください。 

 ②生きがい活動室内での喫煙・飲食・機体の修正等は行わないでください。 
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（３）中央公民館利用について 

①喫煙は会場入り口横の喫煙コーナーでお願いします。 

②武道館内での飲食やモデルロケット等の機体の修正は行わないでください。 

（４）種子島宇宙センターの利用について 

①種子島宇宙センター内には一般のお客様もご見学されています。他のお客様に迷惑のかからないよ

う、ご配慮をお願い致します。 

②ロケットコンテストを開催する竹崎グラウンドは全面禁煙ですので、喫煙はご遠慮ください。 

③種子島宇宙センターの施設にみだりに立ち入らないで下さい。 

（５）駐車場について 

①駐車場の利用については，他の利用客の迷惑にならないよう正しくお使いください。駐車場として

設けられている箇所以外への駐車は，絶対に行わないでください。 

 

※種子島宇宙センター内の駐車スペースについて（下記図を参照のこと） 

・科学館来館者用駐車場への駐車はお控えください。 

・CanSat 部門会場前の駐車場は CanSat、モデルロケットの落下物が車両に当たる可能性がございま

す。本会事務局では責任を負いかねますのでご了承ください。落下物による車両の損傷等を懸念さ

れる場合は、竹崎展望台前の駐車場をご利用ください(駐車台数の限りがあります)。 

 

図１．種子島宇宙センター駐車場 

 

（６）競技の運営について 

①参加者の都合によりスケジュール上の打上げ／放球時刻より 10分以上遅れた場合は失格とします。 

②予定より早く進行できた場合、参加者の了承を得て、そのチームの開始予定時刻を繰り上げて再設

定します。この場合、遅刻の基準は再設定した時刻とします。チームが了承しなければ繰り上げを行

いません。そのため生じた空き時間に、繰り上げ希望するチームがあれば試技の順序を入れ替える事

があります。（つまりスケジュールより進行が遅かった場合、遅刻失格は発生しない） 

③運営をスムーズにおこなうため、競技スケジュールに記載された招集時間の５分前に競技会場の参

加学生待機場所にて待機してください。 

④競技スケジュールの変更や緊急時の対応のため、参加チーム代表者に事務局携帯電話からご連絡す

る場合がございますので、着信拒否されないようにお願い致します。 

（７）安全上のお願い 

①競技中は運営スタッフの指示に従ってください。 
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②競技者を識別・また安全確保の為、実行委員会で用意するヘルメットを着用してください。 

（９）その他 

競技中に体調が悪くなった場合は、その旨速やかに運営スタッフにお伝えください。 

 

【お問い合わせ先】 

・参加者向けに大会に関する情報伝達手段として、専用のメーリングリストを作成し、別紙５に定める

メーリングリストの運用規則に沿って運用をおこないます。 

・大会期間中に本会事務局で使用するレンタル携帯電話の番号をお知らせします。 

番号：０９０-２５２１-６９３７ 

期間：２０１８年３月８日～１０日 

期間中に何かありましたら、この番号へ連絡ください。 

また、この番号が着信拒否されないよう、設定をお願いいたします。 

 

６ 安全対策方針 

 

（１）機体の打上げ場所から参加者までの保安距離を確保するため、別紙２記載のように、打上げ場所

を竹崎芝生広場の海岸寄りに変更する。ただし、当日の天候状況等により打ち上げ場所を移動させる事

もある。 

（２）ロケット部門種目２ペイロード有翼滞空、種目３高度の競技中は、機体が地面に着地し安全が確

認されるまで、ＣａｎＳａｔ競技を一時中断する。 

（３）モデルロケットの自主消費基準を順守し，ロケットの打ち上げから機体が地面に着地するまで本

部テント及び保安要員が周囲へ注意喚起を行う。 

（４）ロケット部門種目２のﾍﾟｲﾛｰﾄﾞ有翼滞空、種目３の高度競技については機体の試射を行い、参加

申し込み締め切り日（12 月 3 日）までに試射の様子を撮影した動画を審査員が確認する。また機体審

査（3月 8日）の際に、設計計画書提出時の機体形状から大幅な変更が認められる場合、変更後の試射

の様子を撮影した動画を審査員が確認する。飛行の安全性が確認できない場合、当日の打上げを行わな

い。 

（５）見学者が立ち入ってよい競技エリアが分かるよう、立て看板、トラロープで境界を明示する。 
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別紙１  
競技内容 

部門名 
種目

番号 

競技種

目 
競技内容 機体条件 

ロ
ケ
ッ
ト
部
門 

１ 

 

滞
空
・
定
点
回
収 

発射点から打ち上げ、できるだけ長く空中に

滞在し、かつ射点にいかに近く着陸できるか

を競う。 

¶ 時間計測は、ロケットが動いた瞬間から地

面に着地した瞬間まで。距離計測は、打ち

上げ地点から着陸地点までの直線距離を

計測する。 

¶ 滞空時間と距離をポイントに換算して合

計点で評価する。配点は事前に公開する。 

¶ マルチステージやクラスターロケットに

ついては、最も上段（最後にエンジンに点

火する機体）を計測の対象とする。 

¶ 射点から半径 50m以内の陸地で回収できな

ければ失格とする。 

¶ ロケット機体からパラシュートまたはス

トリーマが展開出来ない場合、もしくは落

下途中に分離した場合は失格とする。 

¶ モデルロケットを打ち上げる際には、発射

台の状態、保安区域内立ち入り者の有無、

低空の飛行物の有無を指呼して危険のな

いことを確認して点火すること。 

又点火操作を行う者は、周囲の者が確実に

わかるように大声でカウントダウンして

発射すること。これらを守らず打上げた場

合は失格とする。 

¶ A 型から C 型までの組み合わせで

黒色火薬 20g 以下であればどんな

組み合わせでもよい。 

¶ エンジンは本会が準備するものを

使用する。但し、応募が多い場合

には多尐の負担をお願いすること

もあり得る。 

¶ エンジンを含めた機体の総飛行重

量は 使用するエンジンのメーカ

である ESTES 社が定めている最大

打上重量 Maximum Liftoff Weight 

を超えてはならない。2 段式ロケ

ットにおいては、2 段式ロケット

の二つのエンジンを含む機体の総

飛行重量が、1 段目のエンジンの

最大打上重量 Maximum Liftoff 

Weight を越えてはならない。 
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２ 

ペ
イ
ロ
ー
ド
有
翼
滞
空 

ペイロードに翼をつけ、放出から着地までの

滞空時間の長さを競う。 

 

¶ 射点から半径 400m 以内の陸地で回収でき

なければ失格とする。ロケットおよびペイ

ロードは海に浮くこと。 

¶ 高度は 20m以上、上昇すること。（高度は、

目印を決め監視員が目視にて確認する。） 

¶ ロケット機体からパラシュートまたはス

トリーマが展開出来ない場合、もしくは落

下途中に分離した場合は失格とする。 

¶ モデルロケットを打ち上げる際には、発射

台の状態、保安区域内立ち入り者の有無、

低空の飛行物の有無を指呼して危険のな

いことを確認して点火すること。 

又点火操作を行う者は、周囲の者が確実に

わかるように大声でカウントダウンして

発射すること。これらを守らず打上げた場

合は失格とする。 

 

¶ エンジンは C6-3型, C11-3型の何

れかを使用する。 

¶ エンジンは本会が支給する。ただ

し、社会人については実費を請求

する。 

¶ エンジンを含めた機体の総飛行重

量は 使用するエンジンのメーカ

である ESTES 社が定めている最大

打上重量 Maximum Liftoff Weight 

を超えてはならない。 

¶ ペイロード個数は１個（重量は50g

以上）とする。 

¶ ペイロードの翼がすべて畳んだ状

態で無ければ機体の打上げは認め

ない。 

¶ ペイロードの翼を展開する場合、

バックファイヤを用いた機構とす

ること。 

¶ ペイロードにつける翼の形は自

由。（固定翼のグライダーでも、回

転翼のオートローテーションでも

よい。） 

¶ パラシュートやパラフォイルは基

本的に用いない。安全のための非

常パラシュートの使用を認める

が、その場合、有翼滑空としての

成績は非常パラシュート展開まで

の時間とする。 

¶ ロケット機体はパラシュートまた

はストリーマで安全に着地させる

こと。 

¶ ペイロードの無線操縦や自動操縦

を認める。動力飛行は認めない。 

¶ 参加申し込み締め切り日（12 月 3

日）までに試射の様子を撮影した

動画を審査員が確認する。また機

体審査（3 月 8 日）の際に、設計

計画書提出時の機体形状から大幅

な変更が認められる場合、変更後

の試射の様子を撮影した動画を審

査員が確認する。飛行の安全性が

確認できない場合、当日の打上げ

を行わない。 
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３ 

 

 

高
度
部
門 

本会が支給する高度測定装置を搭載し、でき

るだけ高く飛ぶことを競う。 

 

¶ 射点から半径 400m 以内の陸地で回収でき

なければ失格とする。ロケットは海に浮く

こと。 

¶ 高度 600m以上へは到達しないものとする。 

¶ ロケット機体からパラシュートやストリ

ーマが展開出来ない場合、もしくは落下途

中に分離した場合は失格とする。 

¶ モデルロケットを打ち上げる際には、発射

台の状態、保安区域内立ち入り者の有無、

低空の飛行物の有無を指呼して危険のな

いことを確認して点火すること。 

又点火操作を行う者は、周囲の者が確実に

わかるように大声でカウントダウンして

発射すること。これらを守らず打上げた場

合は失格とする。 

 

¶ エンジンは、C6-3,C6-5,C6-7 型の
何れかを競技者が選択し使用す
る。 

¶ エンジンは本会が支給する。ただ

し、社会人については実費を請求

する。 

¶ 機体は単段式とする。 

¶ エンジンを含めた機体の総飛行重

量は 使用するエンジンのメーカ

である ESTES 社が定めている最大

打上重量 Maximum Liftoff Weight 

を超えてはならない。 

¶ 搭載する高度測定装置は、重量

9.9g。最高到達高度を記録する。

（形状・仕様は HP に掲載） 

¶ 紛失対策として、大会側で用意す

る電波式のビーコン搭載を義務づ

ける。形状・仕様は HPに掲載。 

¶ 風が強いため、紛失しないための

更なる対策を推奨する。 

¶ 参加申し込み締め切り日（12 月 3

日）までに試射の様子を撮影した

動画を審査員が確認する。また機

体審査（3 月 8 日）の際に、設計

計画書提出時の機体形状から大幅

な変更が認められる場合、変更後

の試射の様子を撮影した動画を審

査員が確認する。飛行の安全性が

確認できない場合、当日の打上げ

を行わない。 
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ロ
ケ
ッ
ト
部
門 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ フ
ラ
イ
バ
ッ
ク
タ
イ
ム
ア
タ
ッ
ク 

本会が用意するペイロード３機を同じロケッ

トで３回打上げ、１機目の打ち上げから３機

目の機体・ペイロードを射点まで回収する間

のタイムを競う。 

 

¶ 各チーム参加者は最大３名とする。 

¶ 各チームの機体は１機準備することとす

る。（ペイロードは本会で３機準備） 

¶ ロケットは高度 30m 以上まで到達するこ

と。（高度は、監視員が目視にて確認する。）  

¶ 競技会場の中で機体またはペイロードが

回収できなければ失格とする。 

¶ 機体またはペイロードに破損・分解があれ

ばその時点で失格とする。 

¶ 再打ち上げ前には機体の安全確認チェッ

クを実施し、安全であることを認められる

必要がある。安全確認に要する時間（モデ

ルロケットの自主消費基準第 16 条の 2 も

含む。）は競技時間に含めない。 

¶ モデルロケットを打ち上げる際には、発射

台の状態、保安区域内立ち入り者の有無、

低空の飛行物の有無を指呼して危険のな

いことを確認して点火すること。 

又点火操作を行う者は、周囲の者が確実に

わかるように大声でカウントダウンして

発射すること。これらを守らず打上げた場

合は失格とする。 

¶ 各チーム競技時間が 15 分を越えた場合は

失格とする。 

¶ その他、安全が確保されないと判断された

チームは運営側により失格とする。 

¶ ペイロードはガシャポン（市販の

48mm径）に入ったレゴ人形（宇宙

飛行士）とする。（20ｇ程度を想定） 

¶ エンジンは A 型から C 型までのい

ずれかを 1 本ずつ自由に組み合わ

せて、計 3本使用する。 

¶ エンジンを含めた機体の総飛行重

量は 使用するエンジンのメーカ

である ESTES 社が定めている最大

打上重量 Maximum Liftoff Weight 

を超えてはならない。 

¶ エンジンは大会実行委員会が支給

予定。但し、応募が多い場合には

多尐の負担をお願いすることもあ

り得る。 

¶ ペイロードと機体は上空で分離

し、別々にパラシュートまたはス

トリーマで回収すること。 

¶ パラシュートの取り付け部分とな

る小さな構造物ならば、あらかじ

めカプセルに取り付けておくこと

を認める。おおむねカプセルより

小さい構造物なら、よしとする。 
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Ｃ
ａ
ｎ
Ｓ
ａ
ｔ
部
門 

５ 

C
a
n
Sa
t
 c
o
me

-
ba
c
k

コ
ン
ペ 

CanSat による come-back競技。 

 

¶ 高度 50m 前後から投下し、その後、飛行ま

たは走行して、あらかじめ指定した目標地

点の近くに到着できるかを競う。 

¶ 機体とゴールまでの距離が同じ場合、審査

員が総合的に判断して順位を決定する。 

¶ come-back を行わない機体も、審査員特別

賞（企業賞）とプレゼンテーション表彰の

対象とする。 

¶ 投下は係留気球から遠隔操作により行う。 

¶ 投下後、場外（道路等）に落下したと審査

員が判断した場合はリトライを認める。 

¶ 気象条件などにより、高度 50mからの投下

が難しい場合、投下高度を低くすることが

ある。 

¶ 目的地到達のための制御を行えたか、制御

履歴の確認を行う。 

偶然に目標地点の近くに落下して好成 ה

績となるのを防ぐため、CanSat 放出後

から、動作を停止するまでの制御履歴の

有無の確認を行う。制御履歴とは、GPS

等のセンサ計測値、サーボモータ等への

制御出力の、時系列データである。計測

値と制御値に矛盾がなく、目標地点に向

けて制御しているという履歴の確認が

とれた場合には、最終到達距離から 30m

短縮して評価する。履歴が確認できずと

も失格にはならない。 

。履歴の確認は専門のスタッフが行う ה

CanSat 搭載メモリや無線通信などを介

して、競技後すみやかに PC で確認でき

るように設計しておくこと。 

履歴の提出は、機体回収後 ה 50 分以内と

する。提出後は速やかに履歴を示しなが

ら、制御ができているかの説明を行う。 

¶ 機体とパラシュート合わせて、直

径 154mm、高さ 300mm の円筒に収

まるサイズで、質量 1050g以内。 

¶ 紛失対策として、ビーコン搭載を

推奨する。 

¶ パラシュート、パラフォイルなど

に相当する減速機構は必ず搭載す

ること。（自由落下は避ける） 

¶ 機体の色には青、水色など視認し

難い色は用いないこと。 

¶ 火薬・燃料などの危険物、人体に

有害な物質を搭載しないこと。 

¶ 小型の物体を放出しないこと。 

¶ 目標地点には赤いカラーコーンを

用意しているが、画像や超音波で

検知したい等、特別の要求がある

場合、参加者側で用意した独自タ

ーゲット物体を、一時的に設置す

ることを認める。 

¶ CanSatの投下を光センサで検知す

るなどの理由で、投下装置を遮光

したい場合、遮光材料は参加者が

用意すること。 

¶ 安全確認のための放出機構の起動

時間が一定ではないので、タイマ

ーによる搭載機器の起動は避ける

ことが望ましい。放出機構に格納

されている時点で搭載機器が起動

してしまい投下できなかった場合

は、その時点で競技は終了とする

（回収して再投下は行わない）。 

 

 

 

各種目共通の注意事項 

用意した複数のパラシュート，ストリーマ，CanSat の車輪などから、当日の条件をみて最適なものを選んでよい。そ

の場合、それぞれの条件で安全審査をうける。それらを使用した場合に、 

・[ロケット]降下速度 5m/s以下であること。 

・[ロケット]重心位置が安定であること。 

・[CanSat]寸法、重量が制限以内であること。 

以上を満たしていれば、当日の気象状況をみて、適切なものを選択してよい。当日にパラシュートに穴をあけたり、穴を

大きくする場合も、降下速度が 5m/s以下の範囲で認める。 

２．ロケット部門共通の注意事項 

・モデルロケットライセンスは、チーム全員でなくとも、発射操作を行う人が保有していればよい。 

・パラシュートは電気信号で展開できるようにしてもよいが、安全のため、より信頼性の高いバックファイヤでも開くよ

うにしておくこと。つまり、１つのパラシュートを電気とバックファイヤの２通りで開けるようにするか、別々のパラシ

ュートを設けることになる。 

・点火コントローラ、ランチャーは、大会側で用意するが、独自の物を持ち込んでもよい。 
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別紙２  

ɫȯɁɆ ȦɨȠ JAXA  ἧῬὂὐȹɱȽɶ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ȦɨȠ JAXA  ἧῬὂὐȹɱȽɶ ῴ ᷂  
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ѩ   

モデルロケットの自主消費基準（日本モデルロケット協会ＨＰより抜粋） 

 

火薬類取締法施行規則第５６条の３の２に指定されている、模型ロケットの消費の技術上の基準の各号が要求している主旨に準拠し

て、モデルロケットの本質上から特に消費場所において必要とする具体的な事項を補足して、協会の自主消費基準規程を設けた。 

  

第１条 モデルロケットの消費場所においてモデルロケットの火薬類を取り扱う場合には次の各条規定を守らなければならない。  

第２条 モデルロケットの消費場所の境界の要所には、できるだけ、モデルロケットの消費が行われていることを周知させるため『モ

デルロケット発射場』の標識札を掲げること。  

第３条 火薬類を取り扱う場所の付近（発射台及び、第８条の打ち上げ準備所の警戒区域内）から２０メートル以上離れた場所に、主

催者が使用する目的を指定して、火気の使用を認めた場合のほかは、火気を使用しないこと。 

火気の使用を認めた場合には主催者は、指定した場所に『喫煙所』、『湯沸かし所』等の標識を掲げ、火気の管理に必要な吸

い殻入れ、水を入れたバケツ、消火器等を設けること。 

第４条 モデルロケットのエンジン及び、イグナイターは、消費に直接必要あるものを除き、これ以外のものは必ず取扱従事者が個々

に運搬箱に入れて打ち上げ準備所に保管し、盗難予防に留意すること。 

第５条 酒気を帯びて火薬類を取り扱ってはならない。 

第６条 モデルロケットのエンジン及び、イグナイターを運搬するときは、内部を二分割した運搬箱にエンジンとイグナイターを別々

に離して収納する、または内部を分割しない運搬箱にエンジンとイグナイターをそれぞれ別々の小箱に入れたものを収納する、

又は布で別々に互いに接触しないように包んだものを収納して静かに運搬すること。  

第６条の２  

運搬箱は、プラスチック、段ボール等の不良導性の材料を用いて作られたものを使用し、モデルロケットの火薬類のとの摩擦

及び衝撃による万一の発火を避けるために金属製の材料を使用しないこと。  

第７条 モデルロケットの消費場所には、万一の発火に備えて水を入れたバケツ等の消火用水及び、携帯用消火器等を準備しておくこ

と。 

第８条 モデルロケットの消費場所には、モデルロケットのエンジン及び、イグナイターの使用前の検査並びに、イグナイターに係る

導通の確認及び、打ち上げ準備のための組み込み作業及び、管理を行うための打ち上げ準備所を設けること。また打ち上げ準

備所の外周に警戒区域を設けること。  

第８条の２  

モデルロケットのフライトは、発射台を設けて、必ずこれを用いること。 

第９条 打ち上げ準備所は、発射台の中心から２０メートル以上の距離を取って設けること。  

第９条の２  

打ち上げ準備所は、直射日光及び、雤露を防ぎ、工作台を備え、安全に作業と管理ができる構造のものであること。ただし小

規模の場合には、エンジンを停止して、ブレーキをかけた車両内を打ち上げ準備所にすることができる。やむを得ず斜面に設

けるときは、輪止めをすること。  

第９条の３  

打ち上げ準備所に火薬類を存表している間は、取扱従事者以外の者の打ち上げ準備所の警戒区域内への立ち入り及び、盗難防

止をするために常時管理者を置くこと。  

第９条の４  

打ち上げ準備所の外部には『模型ロケット』『火気厳禁』及び、打ち上げ準備所の警戒区域には、『関係者以外立入禁止』『危

険区域』の警戒標識札を掲示すること。 

第１０条 モデルロケットのエンジンの 20グラムを超えるものの火薬類の薬量に応じてモデルロケットの発射台と、国道、都道府県道、

人の集合場所（消費場所内の集合場所を除く）建物、電線に対して確保すべき距離を規則第５６条の３の２第１１号の表の法

定距離によるほか、２０グラム以下のものの消費場所外の物件に対して確保すべき自主的距離を次表の確保すべき距離表に掲

げ消費場所外の確保すべき距離をこの表により確保すること。  

第１０条の２  

モデルロケットの火薬類の薬量に応じて、モデルロケットの発射台と点火操作者、発射待機者及び、見学者に対して確保すべ

き保安距離を次表の自主保安距離欄に掲げたので、消費場所の保安距離をこの表により確保すること。  

表 （規定第 10条による）保安距離及び消費場所外物件に対して確保すべき距離 

火薬量 

（ｇ） 

エンジン 

型式 

自主保安距離（ｍ） 

点火操作者 発射待機者  見学

者  

確保すべき距離 

（ｍ） 

5.7以下 Ａ 
 5以上   10以上   20以

上   
15以上 

10.6以下 Ｂ   〃     〃     〃    30以上 

20以下 Ｃ   〃     〃     〃    〃 

20超 ＤＥＦＧ   〃     〃     〃    60以上 

100超 ＨＩ  10以上   15以上   25以 100以上 
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上   

450超 Ｊ 
 15以上   20以上   30以

上   
125以上 

注 本表に掲げる距離はすべて、発射台からの全方位に対して確保しなければならない距離である 

第１１条 複数の発射台を設置する必要がある場合は、発射台と他の発射台との相互の保安間隔を５メートル以上離してして設置するこ

と。  

第１１条の２  

複数の発射台を連結して 1台とする集合管理構造の発射台については、連結相互の間隔は特に定めないが、他の集合管理構造

の発射台との相互の保安間隔を５メートル以上離して設置すること。 

第１２条 風速８メートル以上の強風、降雤、落雷のおそれ等、天候上に著しい変化が生じた場合には、モデルロケットのフライトを一

時中止し、又は、全く取りやめること。 

第１３条 モデルロケットのエンジン及び、イグナイターは、使用する前に吸湿、破損の有無を点検して、異常が認められるものは使用

しないこと。  

第１３条の２  

前条の点検により異常が認められたエンジン及び、イグナイターは、異常の内容を明記して打ち上げ準備所に返納すること。 

第１４条 モデルロケットのエンジン及び、イグナイターは、消費場所の発射台に取り付けるものを除いて、打ち上げ準備所以外の場所

に置かないこと。  

第１４条の２  

発射台に持ち込む事ができるエンジン及び、イグナイターの数量は、一回のフライトに必要な数量に限られ、これ以外にエン

ジン及び、イグナイターを持ち込まないこと。 

第１５条 発射台は、打ち上げの際の衝撃又は風力により倒れないよう脚部を地上に固定すること。  

第１５条の２  

ランチロッドは、風向きに対応して角度を調整する場合には、垂直より３０度以上広角にならないように上方に向け、かつ打

ち上げの際の衝撃又は風力により方向が変化しないよう確実に発射台に固定すること。 

第１６条 モデルロケットをフライトする際には規定第１０条の２に定める保安距離区分による従事者以外の者の立ち入り禁止線を、発

射台から２０メートル以上離して設け、立ち入り禁止線の要所には、『立入禁止』の標識を掲示すること。  

第１６条の２  

モデルロケットを打ち上げる際には、発射台の状態、保安区域内立ち入り者の有無、低空の飛行物の有無を指呼して危険のな

いことを確認して点火すること。 

又点火操作を行う者は、周囲の者が確実にわかるように大声でカウントダウンして発射すること。 

第１７条 モデルロケットが点火されなかった場合には、再び発射ボタンを戻し、不点火を確認した後、30抄以上経過してから、点火

装置のセフティキーを外し、その後に、エンジン及び、イグナイターの点検を行うこと。 

第１８条 電気点火器は、使用前に電源をセットしてセフティキーを挿入し、点灯による起電力を確認するほか、点火ボタンを押して、

点灯ランプの光度の変化による導通機能を確認しておくこと。 

第１９条 落雷の危険のあるときは、イグナイターをエンジンから外し、別個に隔離した状態に戻し、作業を中止すること。 

第２０条 モデルロケットのエンジン及びイグナイターは、モデルロケットの打ち上げ作業を行う当日以外には、消費場所に持ち込まな

いこと。 

第２１条 モデルロケットのエンジン及び、イグナイターの消費作業の終了後に、消費しないで残ったエンジン及びイグナイターは、そ

の日のうちに法令で認められている貯蔵する場所に戻して保管すること。 

第２２条 モデルロケットの消費場所において、エンジン及びイグナイターを取り扱う従事者は、協会指定の腕章を付けること。 

第２３条 モデルロケットの電気点火器は、点火操作を行うときを徐き、常時電気点火器からセフティキー及び、電源を外し、点火がで

きない状態にしておくこと。  

第２３条の２  

モデルロケットの発射準備作業を行う時は、セフティキーに連結しているセフティキャップを必ずランチロッドの先端に装着

し、準備が終了して発射待機中は、点火作業従事者がセフティキーを必ず携帯していること。 
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ѩ   

꜡◔♇♩◖fi♥☻♩  

ה♩♇◔꜡ꜟ♦⸗  

 

꜡◔♇♩◖fi♥☻♩ 

 

 

≤  

  

⇔⁸꜡◔♇♩ │  

 [꜡◔♇♩ ] ☿fi♃כ  ⅝⅜™ ⁸[CanSat ] ☿fi♃כ 

ⱱכꜟ 

 

 

 ̧  

≢ⱶכ♅ ⇔√ ⌐≈™≡⁸Ⱶ♇◦ꜛfi⁸ ⁸ ⁸ ⌐⅔↑╢

ה ⌂≥╩ ⌐⇔≡ ⇔≡ ↕™⁹ 

 

 ̧  

╛ ─ ≢ ∆╢ ≤⌂╡╕∆⁹₈ ₉╩ ⇔

╕∆─≢ └≤≈ ─ ⅜ ╕∫√╠ ∏∕∟╠┼↔ ↄ∞↕™⁹ 

 

 ̧  

ₒ꜡◔♇♩ ה ה ה ⌐  ⱶₓכ♅╢∆

ⱶכ♅ √╡─ ∟ │ 5 3 / 2 ⅜ ≢∆⁹ 

 

ₒⱭ▬꜡כ♪ ⌐  ⱶₓכ♅╢∆

ⱶכ♅ √╡─ ∟ │ 5 3 / 2 ⅜ ≢∆⁹ 

 

 ̧ ─⌂⅜╣ 

  ╕∏⁸ ⅜ⱪ꜡◓ꜝⱶ⌐ ∫≡ ⱶכ♅⁸ ╩ ╖ →╕∆⁹ ╖ → ⅛╠

─ ╩ ⇔╕∆⁹ ⅜ ∆╢≤⁸ ┘ ╩ ╠⇔╕∆⁹ ┘ ╩

╠⇔√ ╙ ╩ ↑╢≤ ─ ≤⌂╡╕∆⁹ ⅜ ∆╢≤⁸ ┘

╩ ╠⇔╕∆─≢⁸ ⌐ ╛⅛⌐ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

ủủ ⁸ủủ♅כⱶ ╩⅔ ™⇔╕∆⁹ 

ќ ┘ ќ ┘ ╩ ќ

⌐  

 

 ̧  

≢│ ─╙─╩ ™√⇔╕∆  

ⱪ꜡☺▼◒♃⁸ ꜟⱩכ◔ Ⱶ♬ D- sub15 Ⱨfi ⁸PC AC כ◙כ꜠

ⱳ▬fi♃  

│ ─╙─╩ ⇔≡ↄ∞↕™  

ⱡכ♩ PC⁸ ▪♄ⱪ♃ Ⱶ♬ D- sub15Ⱨfi ╩ √⌂™ PC╩↔ ─

│ ∏↔ ↄ∞↕™⁹ PC─ ⌐│ ⌐↔ ↄ∞↕™⁹   

Ủ   
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1.Ɽ♁◖fi ─ ┼─ ╩⅔ ∟─Ɽ♁◖fi─ⱴ♬ꜙ▪ꜟ ⌐

╟╡↔ ↄ∞↕™⁹ 

2.Ɽ♁◖fi─ ♃♬⸗ה ה │∆═≡ ≢ ∫≡™√∞⅝╕∆⁹ 

3.Ɽ♁◖fi─ ⱪכꜞ☻│™╢№ ─ ⌐ ⱪ꜡☺▼◒♃≤ ⇔≡⅔

⅛⌂™≤ ⅜ ↕╣⌂™ Mac OS ─ ⅜№╡╕∆─≢

╩↔ ↄ∞↕™⁹ 

4.Ɽ♁◖fi─♩ꜝⱩꜟ⌐╟╢ ─ │ ╘╕∑╪⁹ 

5.☻Ⱨכ◌כ ⌐╟╢ ─ │ ™╕∑╪⁹ 

6. ⌐Ɽ♁◖fi─ ⅜ ⅎ⌂™╟℮ ╛ ─ ╩↔ ↄ∞↕™⁹ 

 

 ̧ ⅔ ™ 

ה ≢ ∆╢Ɽ♁◖fi≤ⱪ꜡☺▼◒♃כ─ ♅▼♇◒⌐≈™≡⁸CanSat

⌐ ⇔≡│ 12:15-12:45 ╕≢ ☿fi♃כ ⱱכꜟ⌐≡ ⇔≡ ™≡⅛╕™╕

∑╪⁹꜡◔♇♩ ⌐ ⇔≡│⁸☿◐ꜙꜞ♥▫─ ⁸ ♅▼♇◒╩ ™╕∑╪

─≢↔ ↄ∞↕™⁹ 

ה ⌐⅔™≡ ⅜ ⁸ ─ⱶכ♅─≢╕ ⌐⅔ ™≢∆⁹CanSat

─ │ 12:45 ╕≢⌐Ɽ♁◖fi╩ ┼ ⇔≡ ↕™⁹꜡◔♇♩ ─ │⁸

⁸ ⅝⅜™ ┼ ⇔≡⅛╠Ɽ♁◖fi╩ ┼ ⇔≡ ↕™⁹ 

ה ─ │ ⅜ ╦╢ ╕≢⌐ⱡכ♩ PC ╩ ┼ ⇔⁸ ⌐

≡ ⇔≡ↄ∞↕™⁹╕√⁸ │ ╛⅛⌐ⱡכ♩ PC╩ ⇔≡ↄ∞↕™⁹ 

 

 

│ ⅜ ∆╢ ₁≢ ™╕∆⁹ⱪ꜠♀fi♥כ◦ꜛfi─ │

≤⇔ ─ ╩ ⌐ ╩ ™╕∆⁹ ⌐╟╡ ⅜ ≢⅝⌂™ │⁸
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ₒ ₓ  
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ה ⅜ ≢№╢⅛ ─  
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ה │ ⌐≢⅝≡™╢⅛ 

ה │ ⌐ ∫≡™╢⅛ 
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ה │ ⅛ 
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 JAXA ☿fi♃כ  

 JAXA ☿fi♃כ ꜚ♬♇♩  
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♩♇Ⱳ꜡ה      
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ה♩♇◔꜡ꜟ♦⸗  ⱪ꜡◓ꜝⱶ 

ₒ꜡◔♇♩ ₓ  ⅝⅜™  

 
 

 

 

 

 

 

No.
13:30 1 δ

13:35 2 White Origin
13:40 3 Hashed Potato
13:45 4
13:50 5

13:55 6
Project ETP

14:00 7
14:05 8 NRMP
14:10 9
14:15 10 CREATE

14:30 11
14:35 12 τ

14:40 13
14:45 14 Fliegend Pinguin
14:50 15
14:55 16 Team DenDen
15:00 17
15:05 18
15:10 19 Wanderfalke
15:15 20

15:30 21
15:35 22
15:40 23 IAC

15:45 24

15:50 25
15:55 26
16:00 27
16:05 28 KOUTEI
16:10 29
16:15 30 τ

16:30 31 KENTS
16:35 32 iRocket
16:40 33 K-SKY FBP

16:45 34
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ₒCanSat ₓ ☿fi♃כ ⱱכꜟ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No.
13:20 35
13:25 36
13:30 37
13:35 38
13:40 39
13:45 40 NBUCANSATPROJECT
13:50 41
13:55 42 MOCK
14:00 43
14:05 44
14:10 45

14:25 46

14:30 47
14:35 48 Minerva UAV Project

14:40 49
KITCATS

14:45 50
TDU Space Project

14:50 51

14:55 52
LYNCS

15:00 53 GER-Sat
15:05 54
15:10 55 PIXIES
15:15 56 WAKABA
15:20 57 SuperNOVA
15:25 58 D3

15:40 59
15:45 60
15:50 61 Ц а р ь

15:55 62
Space EGGs

16:00 63 SOMESAT
16:05 64 NBUCANSATPROJECT Flyback team
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種子島ロケットコンテスト大会参加者向けメーリングリスト 運用規則 

 

（利用目的） 

第１条 種子島ロケットコンテスト大会参加者向けメーリングリスト（以下、「本大会参加者向けＭＬ」

という）の利用は、原則として、種子島ロケットコンテスト大会（以下「本大会」という。）に関する

有意義な情報を参加者に提供することを目的としたものとする。 

 

（管理者） 

第２条 本大会参加者向けＭＬは、九州大学大学院工学研究院航空宇宙工学部門（以下、「九州大学」

という）が管理、運営し、九州大学所属の本大会事務局メンバーを管理者とする。 

第３条 管理者は、１名を置き、本大会実行委員長が指名する。 

第４条 管理者は、本大会参加者向けＭＬ利用者の登録・削除等を行う。 

 

（利用の申請及び許可） 

第５条 本大会参加者向けＭＬを利用する場合は、管理者に申請し、管理者が本大会実行委員及び本大

会事務局メンバーであることを確認し、許可を与える。また、削除の申出により、本人確認の上、本大

会参加者向けＭＬから削除する。 

 

（運用規定） 

第６条 本大会参加者向けＭＬは管理者の許可を得た者のみ利用できる。 

第７条 本大会参加者向けＭＬ登録者（以下、登録者という）が発信するメッセージは、管理者がその

内容を確認したうえで、登録者全員に配信する。 

第８条 本大会参加者向けＭＬ登録者同士でのメッセージのやり取りは出来ないものとする。 

 

（登録者の禁止行為） 

第９条 管理者及び登録者は、本大会参加者向けＭＬの利用にあたり、次の各号に定める遵守事項を守

らなければいけない。登録者がこれらの禁止行為を行った場合、事前に通告することなく管理者が必要

と判断する範囲内で、代送を拒否することができる。また、悪質と判断した場合は、本大会参加者向け

ＭＬから退会させることができる。 

（１）営利を目的にしないこと 

（２）個人及び団体等を誹謗中傷しないこと 

（３）公序良俗に反する行為をしないこと 

（４）政治活動、宗教活動に係わらないこと  

（５）その他、管理者が不適切と判断する全ての行為 

（苦情処理） 

第１０条 登録者または外部からの苦情窓口は、管理者とし、管理者が協議し対応する。 

メッセージ内容に起因する苦情については、すみやかに送信者と協議し、その責任を明らかにして対処

する。 

 

附則 

１ この規約は，平成２７年８月４日から施行する。 

 


